
園芸大国とちぎフル加速総合対策事業費補助金交付要領 

制定 平成 30(2018)年４月２日 生振第２号 

改正 平成 31(2019)年４月１日 生振第２号 

改正 令和２(2020)年４月１日 生振第３号 

改正 令和３(2021)年３月 25日 生振第 728号 

改正 令和４(2022)年４月１日 生振第 25号 

改正 令和５(2023)年４月３日 生振第２号 

改正 令和６(2024)年４月１日 生振第３号 

改正 令和７(2025)年４月１日 生振第９号 

（趣旨） 

第１条 県の交付する園芸大国とちぎフル加速総合対策事業費補助金については、栃木県補助金等交付

規則（昭和 36年栃木県規則 33号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要領に定める

ところによる。 

 

（交付の目的等） 

第２条 補助金の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その交付率及び交付の相手方は

次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

補 助 金

の 名 称 

補 助 金

の 交 付

目 的 

交付の対象である事務又は事業の内容 交付率 交付の相手方 

園 芸 大
国 と ち
ぎ フ ル
加 速 総
合 対 策
事 業 費
補助金 

園 芸 大
国 と ち
ぎ づ く
り に 向
けて、主
力 品 目
の い ち
ご、トマ
ト の 更
な る 競
争 力 強
化、新た
な 主 力
品 目 の
育 成 及
び 地 域
の 特 色
あ る 園
芸 品 目
の 産 地
化 や 需
要 に 対
応 し た
園 芸 産
地 の 育
成 を 支
援する。 

Ⅰ 「いちご王国・栃木」戦略推進事業 

 １ 「いちご王国・栃木」生産戦略事業 

  (1)「いちご王国・栃木」苗生産供給体制強化事業 

   ア いちご苗安定生産推進事業 

市町村、全国農業協同組合連合会栃

木県本部、農業協同組合、農業生産組

織が、園芸大国とちぎフル加速総合対

策事業実施要領（以下、「実施要領」と

いう。）に基づき行ういちご苗安定生産

推進事業に要する経費、又は農業協同

組合、農業生産組織が、実施要領に基

づき行ういちご苗安定生産推進事業に

つき市町村が補助する場合における当

該補助に要する経費 

 

 当該事業に要

する経費の２分

の１以内 

 市町村が補助

する場合にあっ

ては、市町村が交

付する補助金の

10分の 10以内。

ただし、当該事業

に要する経費の

２分の１を限度

とする。 

市町村、 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部、 

農 業 協 同 組

合、 

農 業 生 産 組

織、 

農地所有適格

法人、 

市町村農業公

社 

 イ いちご苗生産供給体制強化整備事業 

市町村、全国農業協同組合連合会栃木

県本部、農業協同組合、農業生産組織、

農地所有適格法人、市町村農業公社が、

実施要領に基づき行ういちご苗生産供

給体制強化整備事業に要する経費、又

は、農業協同組合、農業生産組織、農地

所有適格法人、市町村農業公社が、実施

要領に基づき行ういちご苗生産供給体

制強化整備事業につき市町村が補助す

 当該事業に要

する経費の 10 分

の４以内 

 市町村が補助

する場合にあっ

ては、市町村が交

付する補助金の

10分の 10以内。

ただし、当該事業

に要する経費の

市町村、 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部、 

農 業 協 同 組

合、 

農 業 生 産 組

織、 

農地所有適格

法人、 



る場合における当該補助に要する経費 

 

10 分の４を限度

とする。 

市町村農業公

社 

  ウ いちごリレー苗生産供給体制支援事業   

  (ア) モデル産地育成事業 

農業協同組合、農業生産組織が実施

要領に基づき行う、モデル産地育

成事業に要する経費 

当該事業に要す

る経費の２分の

１以内 

農 業 協 同 組

合、 

農業生産組織 

 (イ) 安定生産施設整備事業 

市町村、全国農業協同組合連合会

栃木県本部、農業協同組合、農業生

産組織、農地所有適格法人、市町村

農業公社、JA出資型法人、園芸苗生

産農業者が、実施要領に基づき行う

安定生産施設整備事業に要する経費

又は全国農業協同組合連合会栃木県

本部、農業協同組合、農業生産組織、

農地所有適格法人、市町村農業公社、

JA 出資型法人、園芸苗生産農業者

が、実施要領に基づき行う安定生産

施設整備事業につき市町村が補助す

る場合における当該補助に要する経

費 

 

当該事業に要

する経費の 10 分

の４以内 

市町村が補助す

る場合にあって

は、市町村が交付

する補助金の 10

分の 10 以内。た

だし、当該事業に

要する経費の 10

分の４を限度と

する。 

市町村、 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部、 

農 業 協 同 組

合、 

農 業 生 産 組

織、 

農地所有適格

法人、 

市町村農業公

社、 

JA 出資型法

人、 

園芸苗生産農

業者 

 (2) 「いちご王国・栃木」生産拡大等支援事

業 

市町村、農業協同組合、農業生産組織、
農地所有適格法人、市町村農業公社が、実
施要領に基づき行う「いちご王国・栃木」
生産拡大等支援事業に要する経費又は農
業協同組合、農業生産組織、農地所有適格
法人、市町村農業公社が、実施要領に基づ
き行う「いちご王国・栃木」生産拡大等支
援事業につき市町村が補助する場合にお
ける当該補助に要する経費 

 当該事業に要

する経費の 10 分

の４以内 

 市町村が補助
する場合にあっ
ては、市町村が交
付する補助金の
10分の 10以内。
ただし、当該事業
に要する経費の
10 分の４を限度
とする。 

市町村、 

農 業 協 同 組

合、 

農 業 生 産 組

織、 

農地所有適格

法人、 

市町村農業公
社 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 「いちご王国・栃木」ブランド戦略事業 

  (1)「とちあいか」高品質生産流通サポート

事業 

一般社団法人とちぎ農産物マーケティ
ング協会が、実施要領に基づき行う、高品
質流通対策事業に要する経費 

 当該事業に要
する経費の２分
の１以内 

一般社団法人
とちぎ農産物
マーケティン
グ協会 

  (2) 「とちあいか」知名度向上対策事業 

 全国農業協同組合連合会栃木県本部が、

実施要領に基づき行う、「とちあいか」知

名度向上対策事業に要する経費 

当該事業に要
する経費の２分
の１以内 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部 

Ⅱ 園芸大国とちぎ推進事業 

 １施設園芸規模拡大支援事業 

  (1) 施設園芸拡大整備支援事業 

市町村、農業協同組合、農業生産組
織、農地所有適格法人、市町村農業公
社、認定農業者が、実施要領に基づき行
う施設園芸拡大整備支援事業に要する経

【トマト、にら、

アスパラガス、な

し】 

 当該事業に要

市町村、 

農 業 協 同 組

合、農業生産

組織、農地所



費、又は、農業協同組合、農業生産組
織、農地所有適格法人、市町村農業公
社、認定農業者が、実施要領に基づき行
う施設園芸拡大整備支援事業につき市町村
が補助する場合における当該補助に要す
る経費 

する経費の 10 分

の４以内（ただ

し、機械について

は３分の１以内） 

 市町村が補助

する場合にあっ

ては、市町村が

交付する補助金

の 10分の 10以

内。ただし、当

該事業に要する

経費の 10分の４

を限度とする

（ただし、機械

については３分

の１を限度とす

る）。 

【本県が開発し

たオリジナル品

種、地域の特色

を活かした園芸

品目】 

 当該事業に要

する経費の３分

の１以内 

 市町村が補助
する場合にあっ
ては、市町村が交
付する補助金の
10分の 10以内。
ただし、当該事業
に要する経費の
３分の１を限度
とする。 

有適格法人、 

市町村農業公

社、 

認定農業者 
 

 (2) 施設園芸分業化推進事業 

市町村、農業協同組合、農業生産組
織、農地所有適格法人、市町村農業公
社、JA出資型法人が、実施要領に基づき
行う施設園芸分業化推進事業に要する経
費、又は、農業協同組合、農業生産組
織、農地所有適格法人、市町村農業公
社、JA出資型法人が、実施要領に基づき
行う施設園芸分業化推進事業につき市町
村が補助する場合における当該補助に要
する経費 

当該事業に要

する経費の 10 分

の４以内 

市町村が補助す
る場合にあって
は、市町村が交付
する補助金の 10
分の 10 以内。た
だし、当該事業に
要する経費の 10
分の４を限度と
する。 

市町村、 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部、 

農 業 協 同 組

合、 

農 業 生 産 組

織、 

農地所有適格

法人、 

市町村農業公

社、 

JA 出資型法

人、 

園芸苗生産農

業者 

 (3) ゼロカーボン施設園芸産地創出支援 当該事業に要す 農 業 協 同 組



事業 

農業協同組合、農業生産組織が、実施
要領に基づき行うゼロカーボン施設園芸
産地創出支援事業に要する経費 

る経費の２分の
１以内（機器導入
は 10 分の４以
内） 

合、 

農業生産組織 

 ２ 「園芸大国とちぎ」流通体制確立事業 

  (1) とちぎフードチェーン構築支援事業 

農業団体等で組織する協議会、農業協同

組合が、実施要領に基づき行うとちぎフー

ドチェーン構築支援事業に要する経費 

当該事業に要
する経費の２分
の１以内 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部 

農業協同組合 

農業生産組織 

生産者等で組

織する協議会 

 (2)とちぎの園芸物流強化地域モデル確立

事業 

 農業協同組合、農業生産組織、生産者等で

組織する協議会が実施要領に基づき行う物

流対策地域モデル確立推進事業に要する経

費 

当該事業に要
する経費の２分
の１以内 

全国農業協同

組合連合会栃

木県本部 

農業協同組合 

農業生産組織 

生産者等で組

織する協議会 

 ３ 果樹花粉安定供給体制整備推進事業 

農業協同組合、農業生産組織、果樹産地協

議会が、実施要領に基づき行う果樹花粉安定

供給体制整備推進事業に要する経費 

当該事業に要
する経費の２分
の１以内 

農業協同組合 

農業生産組織 

果樹産地協議

会 

 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により提出する書類は、次の表に定め

るところによる。 

補 助 金 
の 名 称 

提出すべき申
請書の名称 

様式 部数 
申請書に添付す
べき書類の名称 

様式 部数 提出期限 

園芸大国

とちぎフ

ル加速総

合対策事

業費補助

金 

園芸大国と

ちぎフル加

速総合対策

事業費補助

金交付申請

書 

規則の

別記様

式第１ 

１ １ 事業計画書 

２ 収支予算書 

１ 様式１ 

２ 様式２ 

１ 

１ 

農業振興事務所長（全国
農業協同組合連合会栃木
県本部、一般社団法人と
ちぎ農産物マーケティン
グ協会、事業実施地区が
県域に及ぶ協議会が実施
する事業（以下「直接申
請事業」という。）にあっ
ては知事）が別に定める
日 

 

（補助条件） 

第４条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

 １ 補助事業に要する経費の配分の変更、又は、補助事業の内容の変更（次条の軽微な変更を除く。）

をする場合においては、農業振興事務所長（直接申請事業にあっては知事）の承認を受けること。 

 ２ 補助事業を中止し、又は、廃止する場合においては、農業振興事務所長（直接申請事業にあって

は知事）の承認を受けること。 

 ３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は、当該事業の遂行が困難となった場合において

は速やかに農業振興事務所長（直接申請事業にあっては知事）に報告し、その指示を受けること。 



 

（軽微な変更） 

第５条 前条第１号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

 １ 事業実施主体の変更 

 ２ 事業実施地区の変更 

 ３ 事業細目の新設又は廃止 

 ４ 事業種目ごとに事業費の 30パーセントを超える増減 

 ５ 事業実施主体ごとに事業費の 30パーセントを超える増減 

 

（変更の承認） 

第６条 第４条第１号の規定に基づく農業振興事務所長（直接申請事業にあっては知事）の承認を受け

ようとする場合には、変更交付申請書（様式３）に変更の内容及び理由を記載した書類を添付して１

部を農業振興事務所長（直接申請事業にあっては知事）に提出しなければならない。 

 

（入札結果報告） 

第７条 事業実施主体は、本事業に係る工事等の競争入札等執行後、速やかにその旨を様式４により、

農業振興事務所長（直接申請事業にあっては知事）に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条 規則第 11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

補 助 金 
の 名 称 

提出すべき報
告書の名称 

様式 部数 
報告書に添付す
べき書類の名称 

様式 部数 提出期限 

園芸大国

とちぎフ

ル加速総

合対策事

業費補助

金 

園芸大国と

ちぎフル加

速総合対策

事業状況報

告書 

規 則 の

別 記 様

式第２ 

１ 状況報告書 様式５ １ 農業振興事務所長

（直接申請事業に

あっては知事）が

別に定める日 

 

（実績報告） 

第９条 規則第 13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

補 助 金 
の 名 称 

提出すべき報
告書の名称 

様式 部数 
報告書に添付す
べき書類の名称 

様式 部数 提出期限 

園芸大国

とちぎフ

ル加速総

合対策事

業費補助

金 

園芸大国と

ちぎフル加

速総合対策

事業実績報

告書 

規 則 の

別 記 様

式第２ 

１ １ 事業実績書 

２ 収支精算書 

１ 様式１ 

２ 様式２ 

１ 

１ 

農業振興事務所長

（直接申請事業に

あっては知事）が

別に定める日 

 

 

（補助金の請求） 

第 10条 規則第 18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 



補 助 金 
の 名 称 

提出すべき請
求書の名称 

様式 部数 
請求書に添付すべき 

書類の名称 
部数 提出期限 

園芸大国

とちぎフ

ル加速総

合対策事

業費補助

金 

園芸大国と

ちぎフル加

速総合対策

事業費補助

金交付請求

書 

規 則 の

別 記 様

式第４ 

 

１ １ 交付決定通知書の写し 

２ 額の確定通知書の写し 

１ 

１ 

農業振興事務所長

（直接申請事業に

あっては知事）が

別に定める日 

 

（その他） 

第 11条 この要領の他、この事業の実施につき必要な事項については、別に知事が定めるものとする。 

 

附則 

  １ この要領は、平成 30年度分の補助金から適用する。 

 ２ この要領は、平成 31(2019)年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、第２条に定める表のⅡの１の(1)から(3)まで事業は、平成 32(2020)年３月 31 日、Ⅲの

２の事業は、平成 33(2021)年３月 31日をもってその効力を失う。 

 ３ とちぎの園芸活力創造総合推進事業費補助金交付要領（平成 27 年４月１日付け生振第３号）は

廃止する。 

 ４ ３により廃止したとちぎの園芸活力創造総合推進事業費補助金交付要領に基づく事業の実績報

告については、なお従前の例によるものとする。 

附則（平成 31(2019)年４月１日付け生振第２号） 

 １ この改正は、平成 31(2019)年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、平成 32(2020)年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、第２条に定める表のⅠの事業は、平成 33(2021)年３月 31日、Ⅱの１の(4)及び４の(2)、

５並びにⅢの２及び３の事業は、平成 34(2022)年３月 31日をもってその効力を失う。 

附則（令和２(2020)年４月１日付け生振第３号） 

 １ この改正は、令和２(2020)年度分の補助金から適用する。 

２ この要領は、令和３(2021)年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、別表Ⅰの１の(2)及び(3)、３の(2)の事業は、令和４(2022)年３月 31日をもってその効

力を失う。 

附則（令和３(2021)年３月 25日付け生振第 728号） 

 １ この改正は、令和３(2021)年４月１日から適用する。 

２ この要領は、令和４(2022)年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、別表Ⅰの１の(2)の事業は、令和６(2024)年３月 31日をもってその効力を失う。 

附則（令和４(2022)年４月１日 生振第 24号） 

 １ この改正は、令和４(2022)年４月１日から施行する。 

 ２ この要領は、令和５(2023)年３月 31日をもってその効力を失う。 

   ただし、別表Ⅰの３及び４並びにⅡの２の事業は、令和７(2025)年３月 31 日をもってその効力

を失う。 

附則（令和５(2023)年４月３日 生振第２号） 

 １ この改正は、令和５(2023)年４月１日から施行する。 



 ２ この要領は、令和６(2024)年３月 31日をもってその効力を失う。ただし、別表Ⅰの 1の(4)及び

Ⅱの２の事業は令和７(2025)年３月 31日、Ⅰの 1の(3)、Ⅱの４、５及び６の事業は、令和８(2026)

年３月 31日をもってその効力を失う。 

附則（令和６(2024)年４月１日 生振第３号） 

 １ この改正は、令和６(2024)年４月１日から施行する。 

 ２ この要領は、令和７(2025)年３月 31日をもってその効力を失う。ただし、Ⅱの１の(3)及び２の

(1)の事業は、令和８(2026)年３月 31日をもってその効力を失う。 

附則（令和７(2025)年４月１日 生振第９号） 

 １ この改正は、令和７(2025)年４月１日から施行する。 

 ２ この要領は、令和８(2026)年３月 31日をもってその効力を失う。 

 


